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                             第１  総    説 

                                                       

１ 沿 革 

明治２６年 １月  県庁舎内に滋賀県常置度量衡検定所設置 

明治３３年 ８月  彦根市にも常置検定所設置（明治４０年５月廃止） 

昭和２７年 ３月  滋賀県計量検定所と改称 

昭和３０年 ９月  本庁経済部商工観光課に計量係を設置し、計量指導にあたる 

昭和３４年１０月  所内に庶務係と業務係を設置し、計量業務の充実をはかる 

昭和４１年 １月  県庁第二別館を改築し、その一部に移転 

平成 ７年 ５月   草津市の独立庁舎に移転し現在に至る 

平成 ８年 ４月  庶務係・業務係の係制が廃止される  

 

２ 所在地および土地・建物 

所在地     〒５２５－００２２    草津市川原町１４９番１ 

電  話    ０７７－５６３－３１４５ 

           ＦＡＸ     ０７７－５６３－３３９３ 

 

土地面積        ７，０４３．７６ ㎡  

 

建物面積     １，３９３．２２ ㎡ 

◎ 本館棟        ８３５．９７ ㎡ 
        １Ｆ （主要施設）   計量検定所事務室         １００．１９ ㎡ 
                      圧力計検定・検査室        ４１．２０ ㎡ 
                      温度計検定・検査室        １３．９０ ㎡ 
                      基準天秤室                  ２２．６０ ㎡ 
                      小型質量計検定・検査室     ４４．７０ ㎡ 
                            展示ホール                 ８２．５０ ㎡ 
        ２Ｆ （主要施設）   計量協会事務室              ２０．２１ ㎡ 
                            会議室                    １４０．６０ ㎡ 
                            相談室                      １６．８０ ㎡ 
                            文書庫                      ３１．００ ㎡ 
             （その他）     倉庫、化粧室、廊下等     ３２２．２７ ㎡ 
 
◎ 検査棟          ４９４．６６ ㎡ 
            （主要施設）   装置検査場            ２００．７０ ㎡ 
                   大型質量計検査室        １７４．３０ ㎡ 
                 基準分銅検査室             ２０．５５ ㎡ 
         （その他）     化粧室、搬入口等            ９９．１１ ㎡ 
 
◎ その他       ６２．５９ ㎡ 

                  渡り廊下          ３８．７５ ㎡ 

               自転車置場                  １４．５２ ㎡ 

               ゴミ置場           ９．３２ ㎡ 
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３ 組織および職員 

当所は、県商工観光労働部に属しており、その組織と職員の配置状況は次のとおりである。 

 

 

    予算の編成、執行 

    物品、公有財産管理 

    福利、厚生 

    計量思想の普及 

    特定計量器の検定、基準器検査、定期検査 

    計量証明検査 

    計量関係立入検査 

    検定・検査用具の整備・保管 

    計量関係事業登録・届出 

所長 

 

次長 

 

職員（５名） 

  適正計量管理事業所の指定 

 

 

 

 

 

職員の配置状況                          （平成25年4月1日現在） 

 事 務 職 員 技 術 職 員 計 

所      長 ０ １（１） １（１） 

次      長 １（０） ０ １（０） 

主 幹 １（０） １（１） ２（１） 

副 主 幹 １（０） ０ １（０） 

主 査 ０ １（１） １（１） 

主 事 １（１） ０ １（１） 

         計 ４（１） ３（３） ７（４） 

   （注）（ ）内は、計量教習の修了者 
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４ 歳入・歳出状況 

１．歳 入  ①（款）使用料及び手数料 （項）手 数 料 （目）商工観光労働手数料 

        ②（款）使用料及び手数料 （項）使 用 料 （目）商工観光労働使用料 

 （単位：円） 

    区      分 平成２４年度決算額 平成２５年度予算額 

①（節）計量検定検査登録 9,786,630 7,644,000 

※（内訳）検定（装置検査含む） (    5,382,860) (     3,424,000)

     基準器検査 (    1,175,150) (    1,308,000)

     計量証明検査 (    2,724,900) (    2,329,000)

     登録・指定・閲覧等 (      113,720) (     300,000)

     検定検査費用弁償 (     390,000) (     283,000)

②（節）計量検定所 427,769 420,000 

（内訳）行政財産使用料 (     427,769) (      420,000)

合     計 10,214,399 8,064,000 

 

（※）内訳の金額は、申請書貼付の収入証紙の金額であり、決算額（収入証紙売払金額）とは合わ

ない。 

 

２．歳 出（人件費を除く）（款）商工観光労働費 （項）商工業費 （目）計量検定費 

 （単位：円） 

区      分 平成２４年度決算額 平成２５年度予算額 

報 償 費  0 0 

旅   費 893,966  1,125,000 

需 用 費 3,934,747  5,359,000 

（内訳）食 糧 費 (      0) (        0)

その他需用費 (  3,934,747) (   5,359,000)

役 務 費 1,424,366 1,909,000 

（内訳）その他役務費 (   1,424,366) (   1,909,000)

委 託 料 6,072,770 8,423,000 

使用料および賃貸料 1,107,100 1,855,000 

工事請負費 0 0 

備品購入費 3,148,950 600,000 

負担金補助および交付金 66,000 66,000 

補償補てんおよび賠償金 0 5,000 

公 課 費 6,600 27,000 

合     計 16,654,499 19,369,000 
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５  検定検査用具類 

    （平成25年4月1日現在） 

基準器等の種類 型式または能力 数 量

 基準巻尺 全長    5ｍ  一目盛 10cm １長
さ
計 

基
準
器  ﾀｸｼｰﾒｰﾀｰ装置検査用基準器 表す量 2,000mm ２

 特級基準分銅(OIML E2相当) 表す量  1mg ～ 20kg １組

 特級基準分銅 表す量  1mg ～ 20kg １組

 一級基準分銅 表す量   1mg ～   1kg 

表す量   1mg ～  10kg 

表す量   1mg ～   5kg 

表す量   5mg ～   1g 

表す量 100g  ～ 500g 

表す量  20kg 

１組

１組

１組

１組

１組

１

基 
 

準 
 

器 

二級基準分銅 

 

表す量   250mg ～  2,500mg  

表す量 1,400mg ～ 14,000mg 

１組

１組

 質量比較器（電子天びん） ひょう量  6.1g  目量  0.001mg 

ひょう量  610g  目量  0.01mg 

ひょう量  26.1kg   目量      1mg 

ひょう量  32.1kg   目量    100mg 

ひょう量   1.1t    目量    0.5g 

１

１

１

１

１

 電気抵抗線式はかり ひょう量   1kg    目量   1g・2g ８６

 音叉振動式はかり ひょう量  300g     目量    0.01g 

ひょう量   3kg    目量     0.1g 

ひょう量   6kg    目量     0.2g 

１

１

１

表す量  50g ～ 5kg（一級、増おもり型） 

表す量   1kg～20kg（一級、枕型） 

表す量   1mg～10kg（一級、板状・円筒形） 

表す量 500g ～ 1kg（二級、円筒形） 

表す量   1kg～ 5kg（二級、枕型鎖付） 

表す量 500kg（二級） 

表す量   1t （二級） 

表す量  20kg（三級、枕型） 

表す量   10kg～20kg（三級） 

表す量  20kg（三級、枕型鎖付） 

懸垂式はかり検査用（三級、200kg用） 

連鎖式分銅（二級、150kg用） 

７組

２組

４組

１組

１組

９６

１２

１４８

１組

２

１組

１組

 実用基準分銅 

 

分銅収納バスケット（500kg収納用） ２個

 

質 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

量 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

計 

 

 

 

 

 

 

 

 

設

 

 

 

 

 

 

 

備 

エアーバランサー 能力 30kg １
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基準器等の種類 型式または能力 数 量

基 
 
 

準 
 
 

器 

 基準ガラス製温度計 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -20℃～105℃     目量  0.5℃ 

  -23℃～108℃     目量  0.5℃ 

  - 6℃～ 41℃     目量  0.5℃ 

  - 2℃～ 52℃     目量  0.1℃ 

   48℃～102℃     目量  0.1℃ 

   35℃～ 45℃     目量  0.1℃ 

  -20℃～ 10℃     目量  0.05℃ 

   10℃～ 40℃     目量  0.05℃ 

   40℃～ 70℃     目量  0.05℃ 

  -56℃～  0℃     目量  0.1℃ 

  -10℃～ 50℃     目量  0.1℃ 

  １

  １

  １

  １

    １

  １

  ２

  ２

１

１

１

温 
 
 
 

度 
 
 
 

計 

設
備 

エアーコンプレッサー 

氷削機 

   １

  １

 液体メーター用基準タンク 

 

全量  5.1L   10.4L   21L   50L   100L 

   200L 

 各１

   １

基準フラスコ 全量   10L    5L    2L    1L    200mL 

   100mL 

各１

１

体 

積 

計 

基 

準 

器 

 基準ビューレット 全量  500mL  200mL 100mL 各１

 基準液柱型圧力計 

 

   0～200kPa    目量 0.5kPa 

   0～102kPa    目量 0.5kPa 

  １

１
圧 

力 

計 

基 

準 
器 

 基準重錘型圧力計 

 

 

     2MPa   ～   50MPa 

   0.1MPa   ～    5MPa 

    5MPa   ～  100MPa 

  １

  １

  １

 液化石油ガス用基準浮ひょう

 

0.5   ～ 0.65g/cm３    0.002g/cm３ 

0.47  ～ 0.57g/cm３    0.001g/cm３ 
１

１
密
度
計 

基
準
器 石油用基準密度浮ひょう 0.750 ～ 0.850g/cm３   0.0005g/cm３ １組

 基準比重浮ひょう 0.65  ～ 2.00       0.0005  １組比
重
計 

基
準
器  基準重ボーメ度浮ひょう 0      ～ 70重ボーメ度 0.05重ボーメ度 １組
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第２  業 務 概 要 
 

１ 計量関係事業の届出、登録、指定 

（１） 特定計量器の製造・修理・販売事業の届出 

特定計量器の製造事業を行う者は経済産業大臣に、修理又は販売の事業を行う者にあっては

都道府県知事に届出をするよう定められている。 

平成２５年４月１日現在の届出製造事業者数・修理事業者数の事業区分の内訳は以下のとお

りです。 
特定計量器の種類 特定計量器の分類 製造事業者数 修理事業者数 

タクシーメーター ０ ５ 

質量計第一類 ６ ５ 

質量計第二類 ４ ４ 

分銅等 ３ ２ 

自重計 １ ８ 

質量計 

小計 １４ １９ 

ガラス製温度計 １ ０ 

ガラス製体温計 ０ ０ 

抵抗温度計 ０ ０ 
温度計 

小計 １ ０ 

皮革面積計 ０ ０ 

水道メーター第一類 １ ０ 

水道メーター第二類 １ ０ 

温水メーター ０ ０ 

自動車等給油メーター １ １ 

小型車載燃料油メーター １ １ 

大型車載燃料油メーター １ ０ 

微流量燃料油メーター ０ ０ 

定置燃料油メーター等 １ ０ 

液化石油ガスメーター １ ０ 

ガスメーター第一類 ０ ０ 

ガスメーター第二類 ０ ０ 

排ガス積算体積計等 ０ ０ 

排水積算体積計等 １ ０ 

量器用尺付タンク ０ ０ 

体積計 

小計 ８ ２ 

密度浮ひょう等 ０ ０ 

耐圧浮ひょう型密度計 ０ ０ 

圧力計第一類 １ ０ 

圧力計第二類 １ ２ 

血圧計第一類 ２ ０ 

血圧計第二類 １ ０ 

圧力計 

小計 ５ ２ 

積算熱量計 ０ ０ 

照度計 ０ ０ 

騒音計 ０ ０ 

振動レベル計 ０ ０ 

濃度計第一類 １ ０ 

濃度計第二類 １ ０ 

濃度計第三類 １ ０ 
濃度計 

小計 ３ ０ 

合計 ３１ ２８ 
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販売事業者（滋賀県知事 届出） 

特定計量器のうち質量計（非自動はかり、分銅及びおもり）の販売を行う者は、知事への

届出が必要である。 

平成２５年４月１日現在、販売事業者は２２９者で４２８事業所がある。 

 

（２）計量証明事業の登録 

質量、濃度、音圧レベル等を測定し、その結果に関して、公に又は業務上他人に一定の事実

が真実である旨を数値を伴って表明する事業を行う者は、事業区分に従い都道府県知事の登録

を受けなければならない。なお、平成２５年４月１日現在の登録状況は次に示すとおりである。 

 

計量証明事業登録者数 

濃 度 特定濃度 
事業区分 質 量 計 

大気 
水又は 

土壌 

音圧レベル
振動加速度 

レベル 
大気 

水又は

土壌 

１４ ２２ ２ ２ 
事業所数 ４７ 

２４ 

１０ １０ 

２ 

事業者実数 ４１ ２６ 

 

（３） 計量士の登録 

計量士になろうとする者が経済産業大臣あてに提出する「登録申請書」等を受理し、大臣に

進達を行う。また、計量士になる資格の認定を得ようとする者が提出する「計量士資格認定申

請書」を受理し、計量行政審議会長に送付する。 

 

計量士登録等の取扱件数 

 一般計量士 
環境計量士 

（濃度） 

環境計量士 

（騒音・振動）

計量士 

資格認定 
合  計 

平成２４年度 ４ １０ ３ ２ １９ 

平成２３年度 ８ ７ ２ １ １８ 

平成２２年度 ６ １２ ３ １ ２２ 

平成２１年度 ３ ８ １ １ １３ 

平成２０年度 ６ ３ １ ２ １２ 

平成１９年度 ５ ８ ４ ０ １７ 

平成１８年度 １３ １０ １ ０ ２４ 

平成１７年度 ５ １５ ２ １ ２３ 
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（４）適正計量管理事業所の指定 

特定計量器を使用し、計量管理を自主的に行っている事業所は、経済産業大臣又は都道府県

知事の指定を受けることができる。なお、平成２５年４月１日現在で滋賀県内で指定を受けた

事業所数は、業種別に次のとおりである。 

  ◎滋賀県知事指定 

業  種 
鉱工業・製

造 業 
百貨店 スーパー 運輸業 郵便事業 その他 計 

事業所数 ４４ ２ ９０ １１ ２６１ ２１ ４２９ 

  ※鉱工業・製造業の内、１件は計量証明事業者 

 

（５）指定製造事業者の指定 

経済産業大臣が、優れた品質管理能力を有すると認めた製造事業者においては、自らが計量

法に基づく基準適合証印を付すことが出来ることとなっている。 

本県の指定製造事業者は１事業者（質量計第一類）である。 

 

（６）特殊容器製造事業者の指定 

特殊容器（透明又は半透明の容器であって経済産業省令で定めるもの）の製造を行おうとす

る者は、事業所ごとに都道府県知事の指定を受けるよう定められている。 

本県の特殊容器指定製造者は１事業者である。 

 

（７）計量関係事業の届出、登録、指定の状況 

平成２４年度に行った登録・指定等の実績については、次のとおりである。 

平成２４年度の処理件数 

 
新規 廃止 手数料金額（円） 

製 造 事 業 者 ０ ０ － 

修 理 事 業 者 ０ ０ － 

販 売 事 業 者 ５ ０ － 

計 量 証 明 事 業 者 １ ７ 53,800 

適正計量管理事業所 ０ １３ － 

※適正計量管理事業所の手数料金額については、指定の検査手数料を含む。 
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２ 検  定  業  務 

（１）検定の概要 

取引や証明に使用する特定計量器は、原則として検定を受け、これに合格したものでなけれ

ば使用することができないこととなっている。 

検定は、特定計量器の種類や型式の有無により経済産業大臣、都道府県知事等が行っており、

また、電気計器は日本電気計器検定所、環境測定用などに使用される特定計量器は指定検定機

関である（一財）日本品質保証機構が、主体となって検定を実施している。 

過去３年間の検定検査の実績は次のとおりである。 

 

平成２４年度検定等種類別手数料 

（単位：円） 

区 分 ﾀｸｼｰﾒｰﾀｰ 質 量 計 温 度 計 体 積 計 圧 力 計 総 計 

手 数 料 1,117,900 2,316,160 0 1,818,300 130,500 5,382,860

 

 

最近３カ年の検定（検査）実績 

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度               年 度  

  種 類 個 数 不合格数 個 数 不合格数 個 数 不合格数

タクシーメーター装置検査 1,422 30 1,456 24 1,597 16

電気抵抗線式はかり 1,108 1 1,294 1 1,319 0

電磁式はかり 0 0 0 0 0 0

誘電式はかり 0 0 0 0 0 0

その他の手動式はかり 2 0 2 0 3 0

手動指示併用はかり 0 0 0 0 0 0

ばね式はかり 0 0 0 0 5 0

その他の指示はかり 0 0 0 0 1 0

分  銅 15 0 0 0 0 0

質 
 

量 
 

計 

計 1,125 1 1,296 1 1,328 0

ガラス製温度計 0 0 0 0 0 0

水道メーター 39 0 7 0 14 0

燃料油メーター 749 10 773 14 804 4

液化石油ガスメーター 7 1 4 0 23 0

体
積
計 

計 795 11 784 14 841 4

アネロイド型圧力計 1,071 0 1,609 5 1,434 0

アネロイド型血圧計 0 0 0 0 0 0
圧
力
計 

計 1,071 0 1,609 5 1,434 0

総  計 4,413 42 5,145 44 5,200 20

 



 － 10 － 

【主な特定計量器の検定証印の有効期間】 
タクシーメーター              １年    

  ガス（都市ガス、プロパンガス）メーター  １０年 
    水道メーター                ８年 
    燃料油（自動車等給油）メーター       ７年 
    液化石油ガスメーター            ４年 
    積算熱量計                 ８年 
    電力量計（家庭用普通電力量計）      １０年 
    振動レベル計                ６年 
 
（２）タクシーメーターの装置検査 

平成２４年度の検査実績は１，５９７台であり、昨年度に比べて約９．７％増加した。 
なお、本県では装置検査に合格したタクシーメーターには見やすい箇所に有効期限シールを

貼付し、使用者および利用者にも注意の喚起に努めている。 
 
         タクシーメーター装置検査       タクシーメーターの有効期限シール 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

タクシーメーター装置検査実績の推移

1,597
1,4561,4221,482

1,559

100

600

1,100

1,600

20 21 22 23 24

(年度）

(個数)
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（３）質量計 

質量計の検定は、下図のように、電気抵抗線式はかりがその大半を占めている。総個数につ

いては、平成２４年度は対前年比２．５％の増加となった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（４）体積計 

検定は、下図に示すとおり燃料油メーターが総個数の大半を占めている。 
 なお、本県では燃料油メーターの見やすい箇所に検定有効期限シールを貼って、使用者およ

び利用者にも注意を喚起している。有効期間７年用のシールは燃料油メーターのうち自動車等

給油メーターに、有効期間５年用のシールはそれ以外の燃料油メーターに貼付している。 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      燃料油メーター検定            検定有効期限シール 
 

 
 
有効期間７年用     有効期間５年用 

1,108

1,294

1319

900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400

（個数）

H22

H23

H24

電気抵抗線式はかり

誘電式はかり

その他の手動式はかり

手動指示併用はかり

ばね式はかり

その他の指示はかり

体積計の種類別検定個数および比率

燃料油ﾒｰﾀｰ 804個
95.6%

液化石油ｶﾞｽﾒｰﾀｰ
23個 2.7%

水道ﾒｰﾀｰ 14個
1.7%

総数
841個
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（５） 圧力計 

アネロイド型圧力計の検定実績の推移は、以下のとおりである。 
 
    

圧力計検定実績の推移

1434

1071

1609

1203

856

0

500

1000

1500

2000

20 21 22 23 24

(年度）

(個数）
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３ 基準器検査 

基準器は、検定、検査に用いる器具、機械又は装置である。また、製造、修理事業者等にお

いては、製品の検査設備として用いられている。 

基準器は、種類により経済産業大臣又は都道府県知事が検査を行い、これに合格したものに

ついては基準器検査証印が付される。 

過去３年間に本県が行った基準器検査実績は、次のとおりである。 

 

基準器検査実績 

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 
種     類 

検査個数 不合格数 検査個数 不合格数 検査個数 不合格数

 基 準 は か り 0 0 0 0 0 0

 一 級 基 準 分 銅 138 1 246 2 130 1

 二 級 基 準 分 銅 443 2 470 5 502 0

 三 級 基 準 分 銅 450 0 468 1 412 0

 液体メーター用基準タンク 3 0 3 0 0 0

 タクシーメーター装置検査用基準器 1 0 2 0 2 0

計 1,035 3 1,189 8 1,046 1

 
 

 

138 443 450

246 470 468

130 502 412

0 200 400 600 800 1000 1200

(個数）

H24

H23

H22

(精度等級）

基準分銅精度等級別実績

一級基準分銅

二級基準分銅

三級基準分銅
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４ 定期検査等 

（１）特定計量器定期検査 

取引や証明に使用するはかりは、精度維持のため２年に１回の定期検査が義務づけられてい

る。本県では、小型はかり（ひょう量５００㎏以下）と大型はかり（ひょう量５００㎏超）に

分けて定期検査を実施している。 
なお、（一社）滋賀県計量協会が指定定期検査機関として知事の指定をうけ、小型はかりは

平成１１年度から、大型はかりは平成１３年度から定期検査業務を実施している。 
 

（２）定期検査に代わる計量士による検査 

知事が行う定期検査に代わり、計量について専門的な知識と技術を持つ計量士が、取引また

は証明に使用するはかりの検査を行い、合格したものを当該都道府県知事又は特定市町村の長

へ届出することにより定期検査が免除される制度である。 

平成２４年度定期検査等実施状況（小型はかり・種類別）

検査個数 不合格数 検査個数 不適合数

手動天びん 0 0 0 0

棒はかり 0 0 1 0

等比皿手動はかり 6 0 0 0

不等比皿手動はかり 20 0 3 0

台手動はかり 123 1 41 0

円周指示はかり 365 5 149 1

直線指示はかり 18 0 3 0

手動指示併用はかり 4 1 1 0

振り子式はかり 0 0 0 0

電気抵抗線式はかり 260 7 500 12

光電式はかり 2 0 1 0

電磁式はかり 23 1 7 0

誘電式はかり 55 2 16 2

      小    計 876 17 722 15

分銅 57 0 3 0

定量おもり 0 0 1 0

定量増おもり 667 0 132 0

    　小　　計 724 0 136 0

   　 合　  計 1,600 17 858 15

平成２４年度定期検査等実施状況（大型はかり・種類別）

検査個数 不合格数 検査個数 不適合数

台手動はかり 3 0 1 0

振り子式はかり 0 0 0 0

電気抵抗線式はかり 77 1 71 1

小計 80 1 72 1

定量増おもり 12 0 0 0

       合計 92 1 72 1

手
動
は
か
り

は
か
り

分

銅
・

お

も

り

指
示
は
か
り
電
気
式
は
か
り

定期検査 計量士の代検査

定 期 検 査 計量士の代検査
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平成２４年度定期検査（小型はかり）市町別内訳（指定定期検査機関分） 
非自動はかり 分銅・おもり 合  計 

市 町 名 受検者数 
合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 

不合格率

(%) 

総合計 496 859 17 724 0 1,583 17 1.1

長浜市※1 75 121 1 105 0 226 1 0.4

守山市 35 45 0 55 0 100 0 0.0

甲賀市 169 297 10 246 0 543 10 1.8

湖南市 45 109 0 101 0 210 0 0.0

東近江市※2 17 23 1 15 0 38 1 2.6

米原市 71 114 3 100 0 214 3 1.4

愛荘町 42 70 0 45 0 115 0 0.0

豊郷町 17 36 1 37 0 73 1 1.4

甲良町 12 19 1 5 0 24 1 4.2

多賀町 13 25 0 15 0 40 0 0.0

※1 長浜市のうち、旧伊香郡の地域 

※2 東近江市のうち、旧愛東町および旧湖東町の地域 

 

 

最近３カ年の定期検査等の検査個数（小型はかり） 

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 

 
定期検査 

計量士の

代検査 
定期検査

計量士の

代検査 
定期検査 

計量士の

代検査 

非自動はかり 879 687 1,356 1,976 876 722 

分銅・おもり 811 176 1,232 627 724 136 

合      計 1,690 863 2,588 2,603 1,600 858 

 

最近３カ年の定期検査等の検査個数（大型はかり） 

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度  

定期検査 
計量士の

代検査 
定期検査

計量士の

代検査 
定期検査 

計量士の 

代検査 

非自動はかり 80 51 103 82 80 72 

分銅・おもり 18 0 55 0 12 0 

合   計 98 51 158 82 92 72 
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（３）計量証明検査 

計量証明事業に使用する特定計量器は、政令で定める期間ごとに知事または指定計量証明検

査機関が行う検査を受けなければならない。質量の検査は、平成１３年度から指定計量証明検

査機関である（一社）滋賀県計量協会が実施している。 
   
最近３年間の計量証明検査実績 

種          類 平成 2２年度 平成 2３年度 平成 2４年度

台手動はかり 1(0) 0(0) 1(0)

振子式はかり 1(0) 0(0) 1(0)質   量 

電気抵抗線式はかり 15(0) 12(0) 13(0)

ｶﾞﾗｽ電極式水素ｲｵﾝ濃度指示計 0(0) 14(0) 18(2)

ｼﾞﾙｺﾆｱ式酸素濃度計 4(0) 0(0) 1(0)

磁気式酸素濃度計 3(0) 0(0) 3(0)

非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計 4(0) 0(0) 1(0)

非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計 2(0) 0(0) 1(0)

濃   度 

化学発光式窒素酸化物濃度計 5(0) 0(0) 4(0)

普通騒音計 0(0) 11(0) 17(1)
音圧レベル 

精密騒音計 0(0) 4(0) 5(0)

振動加速度レベル 振動レベル計 13(0) 0(0) 17(0)

合   計 48(0) 41(0) 82(3)

（注１）（ ）内は不合格数 
（注２）太字は指定計量証明検査機関が実施した個数 
 
 
 
 平成２４年度の実施期間および受検者数 

特定計量器の種類 実 施 期 間 日   数  受 検 者 数 

質  量  計 
平成２４年１０月 ２日～ 

平成２４年１２月 ７日
１１日 １５ 

ＰＨ計・騒音計・ 
振動レベル計 

平成２４年１０月１１日～ 
平成２４年１０月１２日

２日 １３ 

ガス濃度計 
平成２４年 ８月２２日～ 

平成２４年 ８月２４日
 ３日 ３ 
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５ 立入検査等 

計量法第１４８条に基づく立入検査を実施し、適正計量の確保に努めている。 

（１）計量関係事業者等立入検査 

計量関係事業者等の事業所に立ち入り、計量法に定められている諸規定の実施状況や遵守状況につい

て検査を行い、適正を欠くものについては改善指導を行った。 

過去３年間の立入検査実施状況は次のとおりである。 
区     分 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 

指定製造事業者 1 1 1 

製造事業者 1 1 １ 

修理事業者 － 2 ２ 

販売事業者 － － － 

一般 7 7 8 
計量証明事業者 

環境 7 6 8 

適正計量管理事業所 5 6 6 

合   計 21 23 26 

 

（２）特定計量器立入検査 

適正な計量の確保を図るためには、正確な計量器を正しく使用することが大切であることから、特定

計量器を取引など業務上に使用している事業所に対し立入検査を行い、不適正な特定計量器や不正な使

用方法の排除に努めている。 

なお、不適正な特定計量器については改善内容の報告を求め、適正な計量の確保を図っている。 
 

特定計量器立入検査実積 

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 
特定計量器 
の種類 

立入 

戸数 

検査 

個数 

不適 

正数 

不適

正率

(%)

立入 

戸数 

検査 

個数 

不適

正数

不適

正率

(%)

立入 

戸数 

検査 

個数 

不適

正数

不適

正率

(%)

燃料油ﾒｰﾀｰ 51 594 201 33.8 68 745 120 16.1 73 721 117 16.2

石油ｶﾞｽﾒｰﾀｰ 9 28,165 44 0.2 9 19,002 17 0.1 10 23,762 0 0.0

水道ﾒｰﾀｰ － － － － 6 91,103 46 0.1 5 94,500 2,663 2.8

ﾀｸｼｰﾒｰﾀｰ 2 14 0 0.0 2 68 0 0.0 4 9 0 0.0

計 62 28,773 245 0.9 85 110,918 183 0.2 92 118,992 2,780 2.3

（注） 石油ガスメーターおよび水道メーターの検査個数は、台帳検査による。 
 
平成２４年度実施期間 

種  類 実 施 期 間 日 数 

燃料油メーター 
平成２４年 ５月３１日～ 

平成２５年 ３月 ４日 
１６日間 

石油ガスメーター 
平成２４年 ５月２１日～ 

平成２４年１２月１７日 
５日間 

水道メーター 
平成２５年 ２月１２日～ 

平成２５年 ３月 ４日 
３日間 

タクシーメーター 
平成２５年 １月２８日～ 

平成２５年 ２月１８日
２日間 
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（３）商品量目立入検査 

容器又は包装に内容量が表記されている商品を販売している者に対して、適正計量の周知徹底を図る

ことを目的に中元期、年末・年始期を中心に立入検査を実施している。 
検査内容は、検査対象商品の量目及び表示の確認、使用しているはかりの使用状況等について行って

いる。なお、平成２４年度の商品量目立入検査の結果は、次に示すとおりである。 
不適正個数の多かった品目については、その多くが風袋設定量の間違いが原因とみられる量目不足で

あった。計量器の設置状況等について不適正なものはなかった。 
量目不足の商品に対しては、立入検査の実施要領に基づき現場指導等を行った。 

（注）量目（りょうもく）・・・商品の内容量のこと。 

 

実施期間等 
検査職員 

種  類 実 施 期 間 日   数 
(延べ人数) 

平成２４年 ６月 ２６日～ 
中 元 時 期 

平成２４年 ７月 １９日
 ２日間  ４名 

平成２４年 １２月 １９日～ 
年末・年始時期 

平成２４年 １２月 ２０日
 ２日間  ４名 

 

商品量目立入検査成績表（平成２４年度） 
不適正 不適正 

商  品  名 検査戸数
戸数 同率(%)

検査個数 
個 数 同率(%)

食肉 7 0 0.0 44 0 0.0

食肉の加工品 1 0 0.0 3 0 0.0

魚介類 8 2 25.0 65 4 6.2

魚介類の加工品 - - - - - -

野菜 3 1 33.3 21 1 4.8

果実 - - - - - -

その他の調理食品 6 0 0.0 40 0 0.0

茶類 - - - - - -

精米及び精麦 - - - - - -

穀類（豆類及び粉類） - - - - - -

その他 食品 - - - - - -

合  計 25 3 12.0 173 5 2.9

 ※戸数は、商品名毎の延数 
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過去３カ年の商品量目立入検査状況 
 

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 

  検査 

個数 

不適正

個数 

不適正

同率

(%) 

検査 

個数 

不適正

個数 

不適正

同率

(%) 

検査 

個数 

不適正

個数 

不適正

同率

(%) 

食肉 114 0 0.0 125 10 8.0 44 0 0.0

食肉の加工品 18 0 0.0 12 0 0.0 3 0 0.0

魚介類 69 1 1.4 80 0 0.0 65 4 6.2

魚介類の加工品 43 10 23.3 70 6 8.6 － －  －

野菜 65 11 16.9 100 4 4.0 21 1 4.8

野菜の加工品 － － － － － － － － －

果実 6 0 0.0 9 0 0.0 － － －

調理食品 104 0 0.0 53 7 13.2 40 0 0.0

茶、コーヒー、ココ

アの調整品 
6 0 0.0 24 0 0.0 － － －

菓子類 － － － － － － － － －

精米及び精麦 9 0 0.0 － － － － － －

穀類（豆類及び粉

類） 
18 1 5.6 － － － － － －

その他の特定商品 3 0 0.0 － － － － － －

合   計 455 23 5.1 473 27 5.7 173 5 2.9
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６ 計量思想の普及啓発 

（１）計量記念日事業 

１１月１日の計量記念日を広く県民に認識していただくために、県内各市町へ計量記念日ポ

スターを配布した。  

 

（２）消費者に対する普及啓発 

消費者に対する普及啓発として、昭和６１年度から実施してきた計量モニター事業に代わり、

平成１５年度からは商品量目試買テスト支援事業を実施している。 

この事業は地域の消費者グループ等が自主的に行う商品量目調査に対し、計量検定所が支

援・協力し、消費者に商品量目の現状や計量に関する知識を深めてもらうことで、計量思想の

普及と消費者保護をはかることを目的としている。 

併せて、調査により得られる各種データ、消費者の意見、要望等を計量行政の推進のための

資料として活用している。 

平成２４年度は県内１市の消費者グループに対して支援事業を実施した。 

 

（３）夏休み計量教室 

子供達が計量について学び、いろいろなものを「はかる」ことを通して、計量への興味や理

解を深めてもらうことを目的に（一社）滋賀県計量協会との共催で実施した。 

平成24年 8月 4日(土)に、小学校高学年生とその保護者の方々を主な対象として開催した。 

 

 (４) 計量関係事業者に対する普及啓発 

（一社）滋賀県計量協会が主催する環境計量証明事業者研修会において、計量検定所職員が

講師として出席した。 
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７ 計量関係機関等 

（１）計量特定市（大津市） 

大津市は、平成１３年４月から特定市の指定を受け、計量法に基づく大津市内の定期検査や

立入検査等の業務を行い、適正な計量の確保と計量意識の高揚を図る啓発・指導を行っている。 

県も特定市の大津市と定期的に事務連絡調整会議を開催するなど、情報の交換や事務処理の

統一を図るなど業務の円滑な推進に努めている。 

    所在地  大津市御陵町３－１ 

    名 称  大津市 産業観光部 産業政策課 

    電 話  ０７７－５２８－２７５４ 

 

（２）一般社団法人滋賀県計量協会 

一般社団法人滋賀県計量協会は、特定計量器製造・修理・販売事業者、適正計量管理事業所、

一般計量証明事業者、環境計量証明事業者および計量士等の計量関係事業者で組織する団体で

あり、会員の知識・技術等の向上と、会員相互の連絡協調をはかるとともに、計量知識と計量

観念普及のための活動をしている。 

 

事務所所在地 

     〒５２５－００２２  草津市川原町１４９番１ （滋賀県計量検定所本館棟 ２Ｆ） 

電 話    ０７７－５６７－３９７８ 

ＦＡＸ    ０７７－５６７－３９８１ 

ホームページ http://www.s-keiryou.or.jp/  

（詳しくは、ホームページを参照ください） 
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交通アクセス  

  ●ＪＲ草津駅西口  
     近 江 バス「平井循環線」にて「集口」下車、徒歩２分、または「川原」  

下車、徒歩５分  

 

  ●ＪＲ草津駅西口より、徒歩約３５分  
 

             計量に関する相談は、下記へお問い合わせください。  
 

 

平成２４年（２０１２年）度  

計   量   行   政   年   報  

        作成日     平成２５年 (2 0 1 3年 )９ 月  
        作成者     滋賀県計量検定所  
        住所     〒 5 2 5 - 0 0 2 2   草津市川原町１４９－１  
        電話番号   ０ ７７－５６３－３１４５  
        ＦＡＸ番号  ０ ７７－５６３－３３９３  
 

 


